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令和３年１０月５日 

 

まちづくり委員会資料 

 

所管事務報告 

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準等 

の改正に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

資 料 １ 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準等の改

正（概要） 

資 料 ２ 「建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準等」

等の改正に係るパブリックコメントの実施結果について 

参考資料１ 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準 新旧

対照表 

参考資料２ 建築基準法第４３条第２項第２号許可に係る川崎市建築審査会包括 

同意基準新旧対照表 

 

 

 

まちづくり局 



 

１ 改正目的等 

（１）背景 

道路に接しない土地での建替えにおける特例許可の際、敷地分割したいとの相談が増えており、無秩序な土地

の細分化は市街地環境を害する恐れがあるため、許可基準に一定の基準を追加する改正が必要となっている。 

（２）法律の概要 

建築基準法（以下「法」という。）第４３条では、

建築物の敷地は道路に２ｍ以上接しなければな

らないと規定されている。しかし、当該規定を満

たさない場合でも、法第４３条第２項第２号の規

定に基づき、敷地の周囲に広い空地を有する等の

一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がないとして特定行政庁(川崎市長)が

認め、建築審査会の同意を得て許可したもの等に

限り、例外的に建築することが可能となる。 

（３）本市の運用 

   本市では、法第４３条に基づく許可の運用により、建築基準法上の道路に接していない敷地（無接道敷地）に

ついては、道路とみたてる通路に接する敷地での建替え等を可能とするため、建築基準法第４３条第２項第２号

の規定に基づく許可の基準等(以下「許可基準等」)を制定(平成 11 年 5 月 1 日付)し、許可を行っている。  

（４）改正目的・効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 

２ 主な改正の内容 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改正スケジュール 

 

 

 

（１）道路とみたてる通路に面する土地での敷地分割等の基準の明確化について 

  原則として、基準時（平成１１年５月１日）以降における土地等の分割を制限したうえで、ある一定の基準を

満たした場合においては、敷地又は土地の分割（以下「敷地分割等」という。）が可能となる基準を許可基準等に

定めるものである。 

なお、許可基準等に以下の基準を第５条第３号として新設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（２）所要の整備 

・許可基準等で上記規定以外に関する条ずれ等の必要な所要の整備を行うものである。 

 

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準等の改正（概要） （資料１） 

図１：法第４３条の規定のイメージ図 

敷地分割等の基準② 

（通路幅員 4.0ｍ未満で拡幅承諾が得られない場合） 

敷地分割等の基準① 

（通路幅員 4.0ｍ以上または 4.0ｍ未満で拡幅承諾が得

られた場合） 

〇：建築可能 

×：建築不可（法第４３条許可等を取得した場合は建築可能） 

現状の課題（道路とみたてる通路と敷地の関係） 

・本来、既存建築物の建て替えを救済するための許可であるが、大規模な無接道敷地を細分化する相談

が増えている。 

・現在の許可基準等では接道長さや通路の構造、通路の維持管理に関する基準のみが規定化されてお

り、敷地分割の明確な基準がないことから、大規模な無接道敷地を分割し複数の狭小宅地を生じさせ

ることが可能なものとなっている。 

・道路でない通路に面する宅地数が大幅に増えることは、災害時の避難や消防活動にも大きな支障をき

たすため、交通上、安全上、防火上及び衛生上望ましいものではない。  

 

 

 

 
 

図３ 敷地分割等の基準②のイメージ図 

図２ 敷地分割等の基準①のイメージ図 

本来 

現状 

許可基準等の改正により基準の明確化が必要 

対 応 方 針 

 

改正の効果 

・敷地の最低限度や分割数の上限等の基準を定めることで、狭小な宅地開発や過度な密集市街

地の形成を防ぐことになり、良好な市街地の環境整備に寄与することができる。 
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建物間隔が狭くなり、延焼の危険性の

増加、通風や採光の悪化 

災害時の避難や消防活動に支障あり 
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「建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準」等の 

改正に係るパブリックコメントの実施結果について 

 
１ 概要 

建築基準法（以下「法」といいます。）第４３条では、建築物の敷地は道路に２ｍ以上

接しなければならない旨を定めていますが、一定条件のもと、交通上、安全上、防火上及

び衛生上支障がないとして特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て許可したもの等に

限り、例外的に建築することが可能となります。本市としましては、同許可にあたり、公

平で円滑な制度運用を図ることを目的として、法第４３条第２項第２号の規定に基づく許

可の基準を策定しております。 

法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可については、本来、既存建築物の建て替

えを救済することを目的としておりますが、近年、大規模な無接道の土地等を細分化する

相談が増えております。現行の許可基準では、敷地分割に関する明確な基準がなく、多数

の狭小宅地を生じさせることが可能となっていることから、基準を明確にすることによっ

て、密集した狭小な宅地開発を防ぐことに繋がり、良好な市街地の環境整備に寄与するた

め、許可基準の改正を行うものです。 

つきましては、この許可基準等の改正について、市民の皆様の御意見を募集いたしま

した。 

 
２ 意見募集の概要 
 

題名 「建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準」

等の改正について皆様の意見を募集します 

意見の募集期間 令和３年７月２１日(水) から 令和３年８月２３日(月)まで 

意見の提出方法 電子メール、ファクス、郵送、持参 

募集の周知方法 ・川崎市公式ホームページ 

・情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所（市政資料コーナー） 

・市政だより（８月１日号掲載） 

・まちづくり局指導部建築指導課（明治安田生命川崎ビル７階） 

結果の公表方法 ・川崎市公式ホームページ 

・情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・各区役所（市政資料コーナー） 

・まちづくり局指導部建築指導課（明治安田生命川崎ビル７階） 

 
３ 結果の概要 
 

意見提出数（意見件数） １通（１件） 

電子メール １通（１件） 

ファクス ０通（０件） 

郵送 ０通（０件） 

持参 ０通（０件） 

 

資料２ 
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４  御意見の内容と対応 

 意見募集の結果、都市計画等の施策に関する御意見がございました。今回の許可基準等

の改正は、無接道な土地等に対する例外許可に関するものとなりますので、当初案のとお

り改正の手続きを進めます。 
 

【御意見に対する市の考え方の区分説明】 
 
 
 
 
 
 
 
【御意見の件数と対応区分】 

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

その他     １ １ 

合 計     １ １ 

 
５ 御意見の内容（要旨）と市の考え方 

・その他に関する意見（１件） 
意見（要旨） 市の考え方 区分 

近年、生産緑地から住宅地への宅地開発が目立

つ。広い面積の農地から宅地開発がされると、狭

小な敷地に分割され、敷地いっぱいに住宅が密集

して建てられている。狭小な敷地に建つ建築物

は、狭い間口の木造 3 階建て住宅など、隣棟間隔

が狭い建築物が建ち並び、地震災害や火災発生時

に被害が拡大しやすいと考えられる。敷地を分割

する際に、敷地面積の最低敷地面積の限度を設け

るなど制限し、防災に強い、ゆとりのある街並み

を計画する必要性が求められる。 

最低敷地面積を、その敷地に接道する道路の幅

員などを基準に敷地面積を制限し、ゆとりある住

環境のまちづくりを望む。例えば、接道幅員が 6

ｍの場合を基準に考えると最低敷地面積を 120

㎡など用途地域ごとに厳格な基準を定めるなど

基準を設けられてはどうか。ご検討頂きたい。 

 本市における敷地面積の最低限

度に関する規制につきましては、用

途地域が第一種低層住居専用地域

及び第二種低層住居専用地域の地

域で、１００㎡以上又は１２５㎡以

上と定めているほか、地区計画、開

発許可等の基準でも敷地面積の最

低限度を定めています。  

なお、今回の許可基準等の改正

は、無接道な土地等に対する例外許

可に関するものでございます。いた

だいた御意見につきましては、今後

の参考とさせていただきます。 

Ｅ 

 

Ａ 御意見を踏まえ、案に反映させたもの 

Ｂ 案の趣旨に沿った意見であるもの 

Ｃ 御意見を踏まえ、今後の参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望であり、市の考えを説明するもの 

Ｅ その他 
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建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

新基準（改正案） 旧基準 改正理由・内容 

 建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準 

 

第１条（略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、法、建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）

及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以

下「省令」という。）で使用する用語の例によるほか、それ

ぞれ次の各号に定めるところによる。 
 

第３条～第４条（略） 

 

（道路に通ずる前面道路とみたてた通路を、十分な幅員を有する

通路とする場合） 

第５条 省令第１０条の３第４項第３号に規定する通路を前面道

路とみたてる場合で、同号の規定に適合し、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がない建築物は、次に定める基準に適合

するものとする。 

(1)～(2) 略 

(3) その敷地が、基準時以降における敷地又は土地の分割（以

下「敷地分割等」という。）により生じたものでないこと。

ただし、次に掲げる要件に適合する敷地分割等の場合は、

建築基準法第４３条第２項第２号の規定に基づく許可の基準 

 

第１条（略） 

 

（用語の意義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、法、建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）

及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以

下「省令」という。）で使用する用語の例によるほか、それぞ

れ次の各号に定めるところによる。 
 

第３条～第４条（略） 

 

（道路に通ずる前面道路とみたてた通路を、十分な幅員を有する

通路とする場合） 

第５条 省令第１０条の３第４項第３号に規定する通路を前面道

路とみたてる場合で、同号の規定に適合し、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がない建築物は、次に定める基準に適合

するものとする。 

(1)～(2) 略 

新設 

 

  

 

 

 

 

所要の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)：新設（土地の分割に

関わる基準を規定） 

 

参考資料１ 
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この限りではない。 
ア 分割後の各敷地面積は７０平方メートル（ただし、

建築基準法令の規定において建築物の敷地面積の最

低限度が定められたときは、当該最低限度）以上であ

ること。 
イ 敷地分割等は、基準時の敷地又は土地に対して、３

以下であること。 
ウ 第１号カのただし書を適用する場合は、次に掲げる

基準に適合すること。 
 (ｱ) 申請時通路の有効幅員が２．７メートル以上であ

ること。 
(ｲ) 計画建築物の用途は一戸建ての住宅であること。 

エ 分割前の敷地又は土地の面積は、分割後に道となる

部分を除いた面積が、５００平方メートル未満である

こと。 
オ 建築基準法第４３条第２項第２号（改正前の同法第

４３条第１項ただし書を含む。）の規定による許可通

知書の交付がされた建築物に係る敷地での再分割で

はないこと。 
(4) 第１号に規定する通路を法第４２条第２項の道路とみたて

て建築基準法令の規定に適合すること。 

(5) その敷地が、敷地内の雨水及び汚水を排出するための設備

の確保が図られるものであること。 

 

第６条～第７条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号に規定する通路を法第４２条第２項の道路とみたて

て建築基準法令の規定に適合すること。 

(4) その敷地が、敷地内の雨水及び汚水を排出するための設備

の確保が図られるものであること。 

 

第６条～第７条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(4) ：条文ずれによる所要

の整備 
(5) ：条文ずれによる所要

の整備 
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（復興土地区画整理事業区域内で敷地の専用通路を、十分な幅員

を有する通路とする場合） 

第８条 復興土地区画整理事業の区域内で、敷地の専用通路を省

令第１０条の３第４項第３号に規定する通路とする場合で、交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない建築物は、次の各

号に定める基準に適合するものとする。 

(1) その敷地が、復興土地区画整理事業による換地処分を受け

た 敷 地 又 は 土 地 と お お む ね 同 一 の も の で あ る こ

と     。 

(2)～(6) 略 

 

附 則 

（略） 

 
   附 則 

（施行期日） 
１ この基準は、令和４年４月１日より施行する。 
（経過措置） 
２ この基準の施行前に建築基準法第４３条第２項第２号

（改正前の同法第４３条第１項ただし書を含む。）の規定

による許可申請を提出しているものについては、この基準

を適用せず、なお従前の例による。 
 

（復興土地区画整理事業区域内で敷地の専用通路を、十分な幅員

を有する通路とする場合） 

第８条 復興土地区画整理事業の区域内で、敷地の専用通路を省

令第１０条の３第４項第３号に規定する通路とする場合で、交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない建築物は、次の各

号に定める基準に適合するものとする。 

(1) その敷地が、復興土地区画整理事業による換地処分を受け

た敷地又は土地とおおむね同一のものであることであるこ

と。 

(2)～(6) 略 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)：所要の整備 

 

 

 

 

 

 
 
附則：所要の整備 
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建築基準法第４３条第２項第２号許可に係る川崎市建築審査会包括同意基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

新基準（改正案） 旧基準 改正理由・内容 

建築基準法第４３条第２項第２号許可に係る 

川崎市建築審査会包括同意基準 

 

川崎市建築審査会                      

平成２８年４月１日 

 

第１条（略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、法、建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）

及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以

下「省令」という。）で使用する用語の例によるほか、それ

ぞれ次の各号に定めるところによる。 
 

第３条～第４条（略） 

 

（道路に通ずる前面道路とみたてた通路を、十分な幅員を有する

通路とする場合） 

第５条 省令第１０条の３第４項第３号に規定する通路を前面道

路とみたてる場合で、同号の規定に適合し、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がない建築物は、次に定める基準に適合

するものとする。 

建築基準法第４３条第２項第２号許可に係る 

川崎市建築審査会包括同意基準 

 

川崎市建築審査会                      

平成２８年４月１日 

 

第１条（略） 

 

（用語の意義） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、法、建築基

準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）

及び建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号。以

下「省令」という。）で使用する用語の例によるほか、それぞ

れ次の各号に定めるところによる。 
 

第３条～第４条（略） 

 

（道路に通ずる前面道路とみたてた通路を、十分な幅員を有する

通路とする場合） 

第５条 省令第１０条の３第４項第３号に規定する通路を前面道

路とみたてる場合で、同号の規定に適合し、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がない建築物は、次に定める基準に適合

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 
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(1)～(2) 略 

(3) その敷地が、基準時以降における敷地又は土地の分割（以

下「敷地分割等」という。）により生じたものでないこと。

ただし、次に掲げる要件に適合する敷地分割等の場合は、

この限りではない。 
ア 分割後の各敷地面積は７０平方メートル（ただし、建

築基準法令の規定において建築物の敷地面積の最低限

度が定められたときは、当該最低限度）以上であること。 
イ 敷地分割等は、基準時の敷地又は土地に対して、３以

下であること。 
ウ 第１号カのただし書を適用する場合は、次に掲げる基

準に適合すること。 
(ｱ) 申請時通路の有効幅員が２．７メートル以上である

こと。 
(ｲ) 計画建築物の用途は一戸建ての住宅であること。 

エ 分割前の敷地又は土地の面積は、分割後に道となる部

分を除いた面積が、５００平方メートル未満であるこ

と。 
オ 建築基準法第４３条第２項第２号（改正前の同法第４

３条第１項ただし書を含む。）の規定による許可通知書

の交付がされた建築物に係る敷地での再分割ではない

こと。 
(4) 第１号に規定する通路を法第４２条第２項の道路とみたて

て建築基準法令の規定に適合すること。 

(5) その敷地が、敷地内の雨水及び汚水を排出するための設備

の確保が図られるものであること。 

(1)～(2) 略 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号に規定する通路を法第４２条第２項の道路とみたて

て建築基準法令の規定に適合すること。 

(4) その敷地が、敷地内の雨水及び汚水を排出するための設備

の確保が図られるものであること。 

 

(3)：新設（土地の分割に

関わる基準を規定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ：条文ずれによる所要

の整備 
(5) ：条文ずれによる所要

の整備 
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第６条～第９条（略） 

 

 

附 則 

（略） 

 
   附 則 

（施行期日） 
１ この基準は、令和４年４月１日より施行する。 
（経過措置） 
２ この基準の施行前に建築基準法第４３条第２項第２号

（改正前の同法第４３条第１項ただし書を含む。）の規定

による許可申請を提出しているものについては、この基準

を適用せず、なお従前の例による。 
 

 

第６条～第９条（略） 

 

 

附 則 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 
 
附則：所要の整備 
 

 


